
「貸借差額が発生しています。」のエラーが出た場合は「仕訳データ転送」の「税区分」を確認します。

税区分「0」(＝非課税)に対して、消費税が発生している行があります。

このように伝票の内訳と税区分に差異が生じている場合はエラーが出ます。

＜修正方法＞

課税が正しい場合は要素内訳の税区分を課税の区分に変更します。

要素内訳の選択が間違っている、もしくは非課税が正しい場合は伝票の修正を行います。

ナビメニュー：仕入 - 仕入伝票入力１または２

会計ソフトへのCSV転送時に「貸借差額が発生しています。」と出る場合の確認・修正方法

税区分「0」に対して消費税が発生している



サブツールバー「仕入検索」から税区分と伝票の内訳に差異が出ている伝票を検索します。

※「仕訳データ転送」の「伝票番号」項目で伝票番号を確認できます。

表示させた伝票の税処理または要素内訳を変更します。

上記の修正を行うことで、仕入伝票入力の税処理と要素内訳一覧登録の税区分の課税・非課税が統一されるためエラーが解消されます。

税処理を3：税無にするまたは課税の税区分になっている要素内訳に変更します


